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中央省庁再編前後の通産・経産省

中
央
省
庁
再
編
前
後
の
通
産
・
経
産
省 

―
―
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
制
度
運
用
と
行
動
様
式
を
中
心
に
―
―

若　
　

林　
　
　
　

悠

序　

章

　

日
本
の
中
央
省
庁
に
お
い
て
通
商
産
業
省
（
通
産
省
）
は
、
Ｃ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
産
業
政
策
論
の
よ
う
に
政
治
学
・
行
政
学
の
重

要
な
研
究
対
象
で
在
り
続
け
て
き
た）

（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
産
業
政
策
と
戦
後
日
本
の
経
済
発
展
と
の
連
関
性
を
問
う
こ
と
か
ら
行
政
指
導

序　

章

第
一
章　

政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
制
度
運
用

　

第
一
節　

政
策
形
成
過
程
の
特
徴
―
―
法
令
審
査
委
員
会
と
新
政
策
制
度

　

第
二
節　

制
度
運
用
観
の
再
考

第
二
章　

通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式

　

第
一
節　

通
商
政
策
の
な
か
の
通
産
・
経
産
官
僚

　

第
二
節　

産
業
政
策
の
な
か
の
通
産
・
経
産
官
僚

結　

語
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を
通
じ
た
官
僚
制
優
位
の
日
本
政
治
の
構
造
解
明
に
至
る
ま
で
、
通
産
省
を
論
じ
る
問
題
関
心
は
日
本
政
治
へ
の
関
心
と
緊
密
に
共

鳴
し
あ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
山
耕
輔
に
よ
る
通
産
省
を
対
象
と
し
た
行
政
指
導
の
実
証
研
究
が
、「
行
政
指

導
の
分
析
を
通
じ
て
、
現
代
日
本
の
政
治
・
行
政
・
経
済
の
シ
ス
テ
ム
的
問
題
と
い
う
広
い
問
題
を
論
じ
」
る
こ
と
を
意
図
し
て
い

た
点
か
ら
も
窺
え
よ
う）

2
（

。

　

通
産
省
は
、
二
〇
〇
一
年
の
中
央
省
庁
再
編
に
よ
り
経
済
産
業
省
（
経
産
省
）
へ
と
改
称
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
以
後
の
通
産
省
研

究
の
蓄
積
は
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
歴
史
的
な
分
析
の
色
彩
を
濃
く
し
て
い
く
こ
と
に
な
る）

3
（

。
他
方
で
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
経
産
省
の
組
織
構
造
や
行
動
様
式
を
対
象
と
し
た
政
治
学
・
行
政
学
研
究
は
、
必
ず
し
も
多
い
わ
け
で
は
な

い
）
4
（

。
さ
ら
に
通
産
省
と
経
産
省
と
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
連
続
性
と
非
連
続
性
が
存
在
す
る
の
か
は
、
未
だ
に
実
証
的
な
研
究
蓄

積
が
少
な
く
、
一
九
九
〇
年
代
と
い
う
「
改
革
の
時
代
」
を
検
証
す
る
意
味
で
も
行
政
学
研
究
上
の
重
要
な
問
い
で
あ
る
と
い
え
る）

（
（

。

換
言
す
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
と
い
う
政
治
や
経
済
の
変
動
期
に
あ
っ
て
、
通
産
・
経
産
省
内
部
で
の
政
策
形

成
過
程
や
官
僚
と
し
て
の
行
動
様
式
が
い
か
な
る
実
態
に
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
通
産
省
か
ら
経
産
省
へ
の
移
行
の
歴

史
的
意
義
や
経
産
省
そ
れ
自
体
の
行
政
学
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
不
可
欠
な
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
関
心
か
ら
本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
変
動
期
を
主
た
る
対
象
時
期
と
し
、
政
策
形
成
過
程
を

め
ぐ
る
通
産
・
経
産
省
の
制
度
運
用
や
特
定
政
策
に
お
け
る
行
動
様
式
の
実
態
を
素
描
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
具
体
的
に
第
一
章
は
、

通
産
・
経
産
省
の
政
策
形
成
過
程
の
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
法
令
審
査
委
員
会
と
そ
の
後
継
制
度
、
さ
ら
に
新
政
策
制
度
を
対
象
と
す

る
。
次
い
で
第
二
章
は
、
同
省
の
代
表
的
な
政
策
領
域
で
あ
る
、
通
商
政
策
と
産
業
政
策
を
事
例
に
変
動
期
の
行
動
様
式
を
分
析
対

象
と
す
る
。
こ
の
際
、
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
諸
特
徴
に
対
し
て
主
に
官
僚
の
回
顧
録
や
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
観

点
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通
産
省
の
特
徴
が
経
産
省
に
移
行
し
た
際
の
組
織
的
反
映
は
何
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
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第
一
章　

政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
制
度
運
用

第
一
節　

政
策
形
成
過
程
の
特
徴
―
―
法
令
審
査
委
員
会
と
新
政
策
制
度

　

本
章
は
、
通
産
・
経
産
省
の
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
制
度
運
用
の
実
態
を
考
察
す
る
。
ま
ず
本
節
は
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
な

が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
大
臣
官
房
が
強
い
影
響
力
を
有
し
「
企
画
型
」
官
庁
と
さ
れ
て
き
た
通
産
省
が
中
央
省
庁
再
編
後
に

「
調
整
型
」
官
庁
へ
の
移
行
を
模
索
し
つ
つ
も
、
そ
の
後
に
「
企
画
型
」
官
庁
へ
の
揺
り
戻
し
が
起
き
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
次
い
で
第
二
節
は
、
先
行
研
究
が
抽
出
し
て
き
た
政
策
形
成
過
程
の
特
徴
に
対
し
て
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
用
い
な

が
ら
、
特
に
法
令
審
査
委
員
会
の
実
態
に
関
わ
る
制
度
運
用
観
の
再
検
討
を
試
み
る
。

　

中
央
省
庁
再
編
以
前
の
通
産
省
は
、
省
内
の
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
大
臣
官
房
の
影
響
力
が
強
く
、
他
省
庁
と
の
比
較
研
究
か

ら
「
企
画
型
」
官
庁
と
し
て
整
理
さ
れ
て
き
た）

（
（

。
こ
の
特
徴
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
た
の
が
、
大
臣
官
房
に
設
置
さ
れ
て
い
た
法
令

審
査
委
員
会
と
新
政
策
制
度
で
あ
っ
た）

（
（

。
先
行
研
究
に
お
い
て
法
令
審
査
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

　

様
々
な
会
議
の
中
で
も
、
通
産
省
の
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
最
も
特
筆
す
べ
き
特
徴
の
一
つ
は
、
法
令
審
査
委
員
会
の
存
在
で
あ
る
。

通
産
省
の
大
臣
官
房
が
、
各
局
・
各
課
に
対
し
て
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
傾
向
が
強
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
基
盤
は

大
臣
官
房
に
あ
る
官
房
総
務
課
、
官
房
会
計
課
等
の
有
す
る
権
限
に
の
み
に
帰
着
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
大
臣
官
房
に
設
置
さ
れ
て
い
る

法
令
審
査
委
員
会
に
も
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
法
令
審
査
委
員
会
は
、
文
字
通
り
の
法
令
の
審
査
に
留
ま
ら
ず
、
通
産
省
に
と
っ

て
の
重
要
な
政
策
課
題
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
つ
い
て
、
全
省
的
観
点
か
ら
、
ま
ず
最
初
に
議
論
す
る
機
関
で
あ
り
、
ま
た
、
重
要
案
件
に

つ
い
て
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
ピ
ン
グ
機
能
も
有
し
て
お
り
、
政
策
案
は
法
令
審
査
委
員
会
で
の
議
論
を
ク
リ
ア
し
て
始
め
て
、
庶
務
課
長
会
議
、

事
務
連
絡
会
議
等
に
諮
ら
れ
、
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

大
臣
官
房
総
務
課
に
置
か
れ
、
各
局
筆
頭
課
長
補
佐
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
法
令
審
査
委
員
会
の
特
徴
は
、
重
要
政
策
課
題
に
対
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す
る
全
省
的
な
政
策
形
成
過
程
の
入
口
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
ピ
ン
グ
機
能
を
有
し
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
極
め

て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た）

（
（

。

　

他
方
、
新
政
策
制
度
は
、
通
産
省
が
次
年
度
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
関
し
て
大
臣
官
房
総
務
課
か
ら
の
指
示
を
受
け
た
各
局
各

課
が
新
規
政
策
案
を
提
案
し
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
例
え
ば
「
平
成
○
年
度
通
商
産
業
政
策
の
重
点
（
通
称
ヨ
コ
ガ
キ
）」
を
作
成
す
る

仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、「
ヨ
コ
ガ
キ
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
各
政
策
ご
と
に
省
全
体
と
し
て
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
づ
け

が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
予
算
、
税
制
、
金
融
等
の
諸
要
求
に
つ
い
て
の
省
内
査
定
に
影
響
す
る
た
め
、
こ
の
ヨ
コ
ガ
キ
の

作
成
過
程
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た）

（1
（

。
大
臣
官
房
総
務
課
が
当
該
年
度
を
象
徴
す
る
新
規
政
策
案
を
主
導
す
る
点

に
お
い
て
、
新
政
策
制
度
は
大
臣
官
房
の
「
企
画
」
機
能
の
重
要
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
法
令
審
査
委
員
会
と
新
政
策
制
度
を
中
心
に
大
臣
官
房
が
強
い
影
響
力
を
も
つ
の
が
通
産
省
の
政
策
形
成
過
程
の

特
徴
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
中
央
省
庁
再
編
前
後
か
ら
次
第
に
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
法
令
審
査

委
員
会
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
第
一
に
、
法
令
審
査
委
員
会
は
全
会
一
致
制
を
採
用
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
意
思
決
定
に
関
す
る
ス
ピ
ー
ド
の
遅
さ
と
コ
ス
ト
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

問
題
点
に
関
連
し
て
第
二
に
、
法
令
審
査
委
員
会
を
迂
回
し
て
大
臣
を
含
め
た
意
思
決
定
を
行
う
ケ
ー
ス
が
現
出
し
、
形
骸
化
が
見

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
法
令
審
査
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
法
令
審
査
委
員
に
な
る
こ
と
が
若
手
官
僚
の
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
た
め
、
官
僚
の
人
事
や
人
材
活
用
に
負
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
法
令
審
査
委
員
会
は
、
中
央
省
庁
再
編
を
契
機
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
一
年
一
月
か
ら
大
臣
官
房
政
策
調
整
官
会
議
（
政
策
調
整
官
会
議
）
と
大
臣
官
房
政
策
調
整
官
補
佐
会
議
（
政
策
調
整
官
補

佐
会
議
）
が
設
置
さ
れ
た
。
特
に
政
策
調
整
官
補
佐
会
議
は
、
各
局
筆
頭
課
の
課
長
補
佐
等
が
大
臣
官
房
政
策
調
整
官
補
佐
と
な
り
、

大
臣
官
房
総
務
課
を
担
当
す
る
政
策
調
整
官
補
佐
が
主
宰
す
る
会
議
体
で
あ
り
、
法
令
審
査
委
員
会
と
連
続
線
上
に
あ
る
よ
う
に
見
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え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
法
令
審
査
委
員
会
と
は
異
な
り
、
意
思
決
定
機
関
で
は
な
く
、
全
会
一
致
制
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
省
内
の
情
報
共
有
と
政
策
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
会
議
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
の
法
令
審
査

委
員
会
に
比
べ
、
会
議
に
み
な
ぎ
る
緊
張
感
は
相
対
的
に
低
い
」
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
法
令
審
査
委
員
会
の
主
た
る
特
徴
で
あ
っ

た
ゲ
ー
ト
キ
ー
ピ
ン
グ
機
能
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

ま
た
新
政
策
制
度
も
、
政
策
環
境
の
変
化
を
受
け
て
通
産
省
時
代
よ
り
重
要
性
が
低
下
し
た
。
第
一
に
、
新
政
策
制
度
は
省
内
に

お
け
る
予
算
等
の
優
先
順
位
づ
け
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
が
、
小
泉
純
一
郎
内
閣
で
政
策
形
成
過
程
は
大
き
く
変
化
し
、
毎
年
六
月

の
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
の
「
骨
太
の
方
針
」
に
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
八
月
に
省
内
調

整
を
終
え
る
こ
と
を
目
指
す
新
政
策
制
度
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
、
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、

各
政
策
領
域
の
専
門
化
が
進
む
な
か
、
各
局
各
課
が
大
臣
官
房
と
の
調
整
コ
ス
ト
を
か
け
る
よ
り
も
、
外
部
の
専
門
家
等
と
の
議
論

を
通
じ
て
政
策
形
成
の
専
門
性
と
迅
速
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
二
〇
〇
〇
年

代
に
は
、「
企
画
」
機
能
を
通
じ
た
大
臣
官
房
の
影
響
力
の
低
下
と
同
時
に
、
各
部
局
が
政
策
形
成
に
お
け
る
自
律
性
を
高
め
る
こ

と
で
、
む
し
ろ
大
臣
官
房
は
「
調
整
」
機
能
を
求
め
ら
れ
る
「
調
整
型
」
官
庁
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

と
は
い
え
、
政
策
調
整
官
補
佐
会
議
は
、
二
〇
〇
七
年
に
は
政
策
企
画
委
員
会
へ
と
改
組
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
体
は
、「
全
省
的

な
政
策
の
「
企
画
」
機
能
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
同
委
員
会
で
は
、
各
部
局
が
抱
え
る
政
策
課
題
の
み
な
ら

ず
、
む
し
ろ
省
全
体
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
省
が
所
管
す
る
分
野
に
関
わ
り
、
部
局
間
連
携
が
求
め
ら
れ
る
政
策
案
件
が
議
論
の
対

象
に
な
る
」
な
ど
、
法
令
審
査
委
員
会
の
性
格
に
近
づ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
ま
た
新
政
策
制
度
も
、
二
〇
一
四
年
以
降

に
内
閣
レ
ベ
ル
の
経
済
政
策
や
予
算
編
成
過
程
と
の
連
動
性
を
高
め
る
た
め
に
、
運
用
プ
ロ
セ
ス
の
前
倒
し
を
進
め
、
政
策
企
画
委

員
会
内
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
大
臣
官
房
の
「
企
画
」
機
能
を
通
じ
た
影
響
力
を

高
め
る
工
夫
が
再
び
な
さ
れ
、「
調
整
型
」
か
ら
「
企
画
型
」
官
庁
へ
の
揺
り
戻
し
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
本
節
は
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
通
産
・
経
産
省
の
政
策
形
成
過
程
の
特
徴
を
概
観
し
て
き
た
。
従
来
の
先
行
研

究
は
、
経
産
省
時
代
に
お
け
る
改
革
動
向
も
含
め
、「
企
画
型
」
官
庁
の
根
拠
と
な
る
大
臣
官
房
の
強
い
影
響
力
に
注
目
し
、「
大
臣

官
房
等
が
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
政
策
形
成
パ
タ
ー
ン
」
を
通
産
省
の
特
徴
と
し
て
き
た）

（1
（

。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
特

徴
は
、
大
臣
官
房
主
導
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
政
策
形
成
過
程
と
も
呼
べ
る
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
加
え
て
、
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る

通
産
省
・
経
産
省
の
独
自
性
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
法
令
審
査
委
員
会
（
経
産
省
時
代
は
政
策
調
整
官
補
佐
会
議
、
政
策
企
画
委
員

会
）
と
新
政
策
制
度
の
制
度
運
用
が
長
ら
く
重
要
視
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
詳
細
な

制
度
叙
述
に
比
し
て
、
制
度
を
運
用
し
て
い
く
官
僚
が
ど
の
よ
う
に
制
度
を
認
識
し
、
あ
る
い
は
活
用
し
て
い
た
の
か
は
、
必
ず
し

も
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
制
度
運
用
観
に
関
す
る
点
は
、
具
体
的
な
官
僚
の
認
識
や
行
動
か
ら
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
節　

制
度
運
用
観
の
再
考

　

本
節
は
、
前
節
で
検
討
し
て
き
た
通
産
省
の
政
策
形
成
過
程
の
特
徴
と
さ
れ
る
法
令
審
査
委
員
会
や
新
政
策
制
度
を
対
象
に
し
て
、

そ
の
制
度
運
用
観
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
法
令
審
査
委
員
会
の
仕
組
み
は
、
通
産
省
に
と
っ
て
ど
の
程
度
固
有
の
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
法
令
審
査
の
機
能
自
体
は
、
通
産
省
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
九

〇
年
代
後
半
に
運
輸
省
事
務
次
官
を
経
験
し
た
黒
野
匡
彦
は
、
大
臣
官
房
文
書
課
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

　
〔
文
書
課
で
〕
一
番
大
事
な
の
が
法
令
審
査
で
す
。
法
令
審
査
室
に
は
法
律
担
当
の
キ
ャ
リ
ア
の
一
番
頭
の
切
れ
る
の
を
置
い
て
あ
っ
て
、

法
律
を
つ
く
る
仕
事
が
あ
る
ん
で
す
。
原
局
で
つ
く
っ
た
も
の
を
法
令
審
査
室
で
見
て
、「
こ
の
書
き
方
で
は
駄
目
だ
、
も
っ
と
こ
う
書
け
」

と
か
、「
こ
ん
な
こ
と
は
法
律
で
書
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
と
か
、
そ
う
い
う
厳
し
い
審
査
を
し
て
法
律
の
体
裁
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
こ

で
で
き
た
も
の
を
今
度
は
内
閣
法
制
局
に
持
ち
込
む
わ
け
で
す
。
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さ
ら
に
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
文
書
課
の
役
割
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

総
括
補
佐
官
会
議
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
総
括
補
佐
と
い
う
の
は
、
各
局
の
筆
頭
課
、
通
常
は
総
務
課
で
す
が
、
そ
こ
の
民
間
で

い
え
ば
課
長
代
理
に
当
た
る
人
を
わ
れ
わ
れ
は
補
佐
官
と
呼
ん
で
い
て
、
ト
ッ
プ
の
補
佐
官
を
総
括
補
佐
と
い
う
ん
で
す
。
各
局
の
総
括
補

佐
官
が
、「
自
分
の
と
こ
ろ
は
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
そ
こ
で
提
案
し
ま
す
。
了
解
が
取
れ
る
と
、
次
に
総
務
課
長

会
議
と
い
う
課
長
レ
ベ
ル
の
会
議
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
に
局
議
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
大
臣
も
出
る
局
長
ク
ラ
ス
の
会
議
で
す
。
そ

の
三
段
階
で
政
策
が
ま
と
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
総
務
課
長
会
議
の
議
長
を
文
書
課
長
が
や
る
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
文
書
課
長
の
と
こ
ろ
に
は
総
務
課
長
会
議
に
上
が
る

も
の
の
事
前
の
説
明
が
全
部
来
ま
す
。
そ
こ
で
省
全
体
の
政
策
に
つ
い
て
、
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
言
い
方
は
変
で
す
が
、
整
合
性
が
と
れ
る
か

と
か
、
今
の
流
れ
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
言
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
黒
野
の
発
言
か
ら
は
、
大
臣
官
房
文
書
課
が
法
令
審
査
の
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
省
全
体
の
政
策
調
整
を
担
う
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
黒
野
が
、
各
省
横
断
的
な
問
題
の
窓
口
と
し
て
文
書
課
長
が
「
各
局
の
意
見
を
若
干
抑
え
て
で

も
一
歩
踏
み
出
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
」
と
振
り
返
る
と
き
、
そ
こ
に
は
運
輸
省
に
お
け
る
政
策
形
成
過
程
で
の
大
臣
官
房
の
強
い

影
響
力
を
看
取
で
き
る
だ
ろ
う）

11
（

。
換
言
す
れ
ば
、
通
産
省
の
法
令
審
査
委
員
会
が
体
現
す
る
制
度
の
機
能
的
特
徴
は
、
必
ず
し
も
通

産
省
固
有
の
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
通
産
省
の
法
令
審
査
委
員
会
の
い
か
な
る
実
態
が
、
そ
の
独
自

性
を
支
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
経
産
省
の
経
済
産
業
審
議
官
を
務
め
た
豊
田
正
和
は
、
法
令
審
査
委
員
会
を
「
法
令
審
査
が
一
番
過
激
で
、
上

に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
だ
ん
だ
ん
「
ま
あ
ま
あ
」
に
な
っ
て
い
く
構
図
」
と
述
懐
し
、「
や
っ
ぱ
り
課
長
補
佐
の
人
た
ち
に
可
能
な

限
り
権
限
を
渡
し
て
い
る
役
所
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る）

1（
（

。
さ
ら
に
豊
田
は
、
自
身
の
大
臣
官
房
で
の
総
務
課
長
経

験
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る）

11
（

。
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総
務
課
長
と
し
て
は
ま
ず
省
内
を
取
り
ま
と
め
る
。
新
政
策
と
い
う
の
は
、
通
常
国
会
ベ
ー
ス
な
ら
ば
七
月
に
取
り
ま
と
め
て
、
八
月
に

予
算
を
出
し
て
と
な
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
や
り
た
い
も
の
が
あ
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
臨
時
国
会
に
間
に
合
わ
せ
る
も
の
も
含
め
て
、

急
遽
取
り
ま
と
め
る
。
そ
れ
が
官
房
総
務
課
長
で
す
。
各
局
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
を
出
さ
せ
て
、
政
治
の
声
も
聞
き
な
が
ら
、
と
に
か
く
非

常
に
短
い
期
間
で
ま
と
め
て
い
く
。
そ
う
い
う
の
が
仕
事
で
す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
ア
イ
デ
ア
が
あ
れ
ば
官
房
総
務
課
が
引
っ
張
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
経
産
省
の
場
合
は
基
本
的
に
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
な

の
で
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
官
房
総
務
課
が
あ
れ
や
れ
、
こ
れ
や
れ
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
基
本
的

に
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
を
尊
重
す
る
役
所
だ
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
、
号
令
は
か
け
て
も
、
ア
イ
デ
ア
で
「
こ
れ
と

こ
れ
を
や
っ
て
」
な
ん
て
い
う
の
を
言
っ
た
覚
え
は
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。「
中
小
企
業
は
大
丈
夫
？
」
み
た
い
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
ど
、

む
し
ろ
上
が
っ
て
く
る
の
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

　

以
上
の
豊
田
の
発
言
か
ら
は
、
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
法
令
審
査
委
員
会
を
評
価
す
る
際
に
も
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
特
徴
を
重
視

し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
企
画
型
」
官
庁
と
し
て
の
通
産
省
の
議
論
は
、
大
臣
官
房
が
強
い
影
響
力

を
有
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
政
策
形
成
過
程
が
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
。
確
か
に
法
令
審
査
委
員
会
は
、
大
臣
官
房
に
置
か
れ

ゲ
ー
ト
キ
ー
ピ
ン
グ
機
能
を
有
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
臣
官
房
主
導
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
政
策
形
成
過
程
の
側
面
を

有
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
各
局
は
各
局
で
課
長
補
佐
会
議
み
た
い
な
も
の
を
や
っ
て
、
筆
頭
の
人
が
ど
ん

ど
ん
叩
い
て
い
く
。
そ
れ
で
叩
い
て
き
た
も
の
が
ま
た
法
令
審
査
委
員
会
で
」
議
論
さ
れ
、
各
局
か
ら
の
法
令
審
査
委
員
も
必
ず
し

も
官
房
の
立
場
か
ら
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
通
産
省
の
大
臣
官
房
（
仔
細
に
言
え
ば
法
令
審
査
委
員
会
）
の
役
割
は
従

来
の
議
論
に
お
い
て
や
や
過
大
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
政
策
形
成
過
程
を
基
本
と
し
た
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
の
政

策
調
整
の
場
と
捉
え
る
方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
こ
の
機
能
面
か
ら
み
た
実
態
は
、
先
述
し
た
よ

う
に
運
輸
省
の
大
臣
官
房
で
の
会
議
体
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
産
省
の
独
自
性
は
、
法
令
審
査
委

員
会
の
場
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
の
主
た
る
構
成
員
で
あ
る
各
局
筆
頭
課
長
補
佐
が
法
令
審
査
委
員
を
兼
ね
て
い
る
こ
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と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

だ
が
、
各
局
筆
頭
課
長
補
佐
が
法
令
審
査
委
員
を
兼
ね
て
い
る
と
い
う
独
自
性
を
踏
ま
え
た
と
し
て
も
、
大
臣
官
房
主
導
に
よ
る

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
政
策
形
成
過
程
に
通
産
省
の
特
徴
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
法
令
審
査
委
員
が

「
各
部
署
の
人
事
権
と
予
算
を
握
っ
て
い
た
た
め
、
か
え
っ
て
省
内
の
自
由
な
議
論
を
妨
げ
た
面
」
が
あ
る
と
し
て
法
令
審
査
委
員

会
の
廃
止
に
つ
な
が
っ
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
九
九
〇
年
代
の
法
令
審
査
委
員
会
の
役
割
は
「
調
整
」
機
能
に
主
眼
が

あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。
加
え
て
、
通
産
・
経
産
省
の
省
史
的
性
格
を
持
つ
『
通
商
産
業
政
策
史
』
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い）

11
（

。

　

入
省
し
て
ま
だ
日
の
浅
い
若
手
の
職
員
が
、
全
省
規
模
の
政
策
課
題
の
検
討
や
決
定
の
議
論
に
参
加
す
る
こ
の
〔
法
令
審
査
委
員
会
の
〕

仕
組
み
は
、
外
部
の
観
察
者
に
は
驚
く
べ
き
も
の
に
写
る
。
し
か
し
、
法
令
審
査
委
員
に
か
ぎ
ら
ず
、
通
産
省
に
よ
る
政
策
案
の
策
定
は
、

従
前
か
ら
、
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
（bottom

-up
）
型
（
す
な
わ
ち
、
末
端
の
現
場
で
一
所
懸
命
考
え
て
上
部
に
提
案
す
る
）
で
あ
っ
た
。
産

業
政
策
局
の
政
策
作
法
は
、
こ
と
さ
ら
に
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。

　

他
方
、
前
節
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
新
政
策
制
度
は
、
大
臣
官
房
総
務
課
で
法
令
審
査
委
員
が
新
政
策
の
原
案
（
い
わ
ゆ
る
「
ツ

ケ
」）
を
作
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
各
局
各
課
が
政
策
案
を
提
案
す
る
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
、
確
か
に
大
臣
官
房
主
導
の
側
面
が

あ
る
。
こ
の
点
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
の
新
政
策
に
お
い
て
「
ツ
ケ
は
ま
ず
大
臣
官
房
が
現
状
評
価
の
議
論
を
一
通
り
聞
い
た
上
で
作

成
・
発
信
し
、
各
部
局
は
そ
れ
に
応
え
る
形
で
新
政
策
を
提
出
す
る
方
式
に
改
め
ら
れ
た
」
こ
と
で
よ
り
強
ま
っ
た
よ
う
に
も
み
え

る
）
11
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
通
商
産
業
政
策
史
』
に
は
新
政
策
制
度
の
制
度
運
用
の
解
釈
に
関
し
て
着
目
す
べ
き
部
分
も
あ
る
。
執
筆
さ

れ
た
二
〇
一
一
年
時
点
で
は
あ
る
が
、
法
令
審
査
委
員
会
か
ら
現
在
の
政
策
企
画
委
員
会
に
至
る
ま
で
、
新
政
策
制
度
の
基
本
的
な

変
更
は
な
く
、「
大
臣
官
房
が
同
省
全
体
の
意
向
を
把
握
し
て
政
策
形
成
に
あ
た
る
」
と
評
し
つ
つ
、「
企
画
」
機
能
よ
り
各
部
局
と
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の
「
調
整
」
機
能
に
重
き
を
置
い
た
記
述
を
し
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に
新
政
策
制
度
に
お
い
て
も
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
政
策
形
成
過
程

が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
で
あ
る
と
し
、
基
本
的
に
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

新
政
策
の
策
定
は
、
従
前
の
よ
う
に
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
求
め
て
若
手
が
頭
を
ひ
ね
る
「
積
み
上
げ
型
」
方
式
だ
け
で
は
な
く
、〔
経

済
財
政
〕
諮
問
会
議
や
内
閣
の
施
政
方
針
に
沿
う
と
と
も
に
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
施
策
を
編
み
出
す
方
向
に
軌
道
修
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に

応
じ
て
、
新
政
策
の
項
目
も
（「
構
造
改
革
」
の
よ
う
に
）
大
枠
的
か
つ
網
羅
的
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
記
述
に
鑑
み
れ
ば
、
新
政
策
制
度
も
大
臣
官
房
が
主
導
す
る
側
面
が
あ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
政
策
形

成
過
程
を
基
本
と
し
た
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
の
政
策
調
整
の
仕
組
み
と
捉
え
る
方
が
基
本
的
に
は
実
態
に
即
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
大
臣
官
房
主
導
に
よ
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
政
策
形
成
過
程
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
前
節
の
先
行
研
究
が

指
摘
し
た
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
に
見
ら
れ
る
「
企
画
」
機
能
の
影
響
力
を
高
め
る
工
夫
は
、「
調
整
」
機
能
か
ら
の
揺
り
戻
し

と
い
う
よ
り
、
政
治
主
導
や
官
邸
主
導
の
時
代
に
対
応
し
て
い
く
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
長
期
的
な
傾
向
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　

と
は
い
え
、
通
産
・
経
産
省
の
独
自
性
に
お
い
て
大
臣
官
房
主
導
に
よ
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
政
策
形
成
過
程
を
強
調
し
た
場
合
、

黒
野
が
運
輸
省
内
で
の
総
括
補
佐
官
会
議
、
総
務
課
長
会
議
、
省
議
の
三
層
の
会
議
体
に
参
加
す
る
官
僚
た
ち
の
世
代
間
の
違
い
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
こ
と
は
着
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

上
に
行
く
ほ
ど
意
外
に
弾
力
性
が
あ
っ
て
、
下
ほ
ど
頭
が
固
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
結
局
、
外
と
の
つ
き
合
い
の
深
い
浅
い
が
関
係
す
る

ん
で
し
ょ
う
な
。
係
員
と
か
係
長
あ
る
い
は
補
佐
官
ク
ラ
ス
は
自
分
の
仕
事
だ
け
を
や
っ
て
い
る
。
総
務
課
長
ク
ラ
ス
に
な
る
と
、
省
内
で

も
あ
ち
こ
ち
と
話
を
す
る
し
、
ほ
か
の
省
と
の
つ
き
合
い
も
出
て
く
る
。
も
っ
と
上
に
行
け
ば
、
そ
れ
プ
ラ
ス
、
マ
ス
コ
ミ
、
政
治
家
と
の

つ
き
合
い
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、「
そ
ん
な
石
頭
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
も
世
の
中
通
ら
な
い
よ
」
と
い
う
台
詞
が
出

て
く
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
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先
述
し
た
豊
田
の
発
言
も
「
法
令
審
査
が
一
番
過
激
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
若
手
に
な
る
ほ
ど
融
通
が
利
か
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
豊
田
の
発
言
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
一
九
九
二
年
の
『
不
公
正
貿
易
報
告
書
』
作
成
過
程
に
お
い
て
、
貿
易
摩
擦
を
抱
え

る
米
国
と
の
関
係
悪
化
を
懸
念
す
る
幹
部
層
と
自
由
・
無
差
別
な
貿
易
推
進
を
掲
げ
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
原
則
に
沿
っ
た
通
商
政
策
を
主

張
し
、
欧
米
諸
国
に
対
し
て
も
そ
の
不
公
正
が
あ
れ
ば
指
摘
す
る
こ
と
を
辞
さ
な
い
若
手
・
中
堅
層
と
の
世
代
間
の
差
で
あ
っ
た）

1（
（

。

次
章
で
述
べ
る
「
ル
ー
ル
志
向
型
」
の
通
商
政
策
へ
の
政
策
転
換
を
要
す
る
局
面
に
お
い
て
、
若
手
・
中
堅
官
僚
の
活
発
な
政
策
論

議
や
推
進
力
が
政
策
過
程
を
主
導
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
現
在
で
も
な
お
「
自
由
闊
達
な
議
論
を
重
ん
じ

（
中
略
）
大
胆
な
構
想
力
や
突
破
力
が
強
み
」
と
称
さ
れ
る
通
産
・
経
産
省
の
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
独
自
性
を
見
い
出
す
に
は
、

法
令
審
査
委
員
会
や
新
政
策
制
度
と
い
う
制
度
の
運
用
に
加
え
て
、
制
度
運
用
観
の
背
景
に
あ
る
通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式
を

政
策
過
程
の
な
か
で
検
討
す
る
こ
と
も
ま
た
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

第
二
章　

通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式

第
一
節　

通
商
政
策
の
な
か
の
通
産
・
経
産
官
僚

　

本
章
は
、
前
章
で
検
討
し
た
制
度
運
用
観
（
特
に
通
産
・
経
産
官
僚
の
制
度
認
識
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
実
際
の
政
策
過
程
に
お
け
る

通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式
を
考
察
す
る
。
政
治
学
・
行
政
学
に
お
い
て
、
行
政
組
織
全
体
あ
る
い
は
内
部
の
部
局
が
有
す
る
独

自
の
「
機
関
哲
学
」
は
、
そ
の
組
織
（
内
部
部
局
）
の
価
値
観
や
行
動
様
式
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
分
析
さ
れ
て
き
た）

11
（

。
ま
た
集

団
や
個
人
レ
ベ
ル
で
の
官
僚
の
行
動
様
式
も
、
ア
ク
タ
ー
の
目
的
や
利
益
を
析
出
す
る
た
め
に
検
討
さ
れ
て
き
た）

11
（

。
通
産
省
で
は
、

高
度
経
済
成
長
期
の
産
業
政
策
の
方
針
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
民
族
派
」（
統
制
重
視
）
と
「
国
際
派
」（
貿
易
・
自
由
化
重
視
）
の

人
的
集
団
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
政
策
形
成
過
程
に
関
す
る



334

法学研究 96 巻 2 号（2023：2）

制
度
運
用
の
模
索
の
意
味
を
改
め
て
考
え
る
た
め
に
も
、
通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ

う
。

　

本
節
は
、
通
商
政
策
の
事
例
を
中
心
に
分
析
を
行
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た

貿
易
摩
擦
問
題
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
な
ど
の
地
域
経
済
協
力
の
枠
組
み
へ
の
対
応
、
さ
ら
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
自
由
貿
易
体
制

の
強
化
の
た
め
の
多
国
間
協
調
へ
の
重
視
と
い
っ
た
よ
う
に
、
二
国
間
か
ら
多
国
間
に
至
る
ま
で
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
通
商
交
渉
が

重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
通
産
省
は
、
大
き
な
変
動
期
の
な
か
に
い
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
一
九
八
九
年
に
発
足
す
る
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
は
、
外
務
省
が
消
極
的
で
あ
り
、
通
産
省
が
積
極
的
な
構
想
で
あ
っ
た）

11
（

。「
二
つ
の
日

本
」
と
ま
で
称
さ
れ
た
各
国
と
の
交
渉
過
程
の
な
か
で
、
通
産
省
側
で
主
導
し
た
の
が
通
商
政
策
局
長
（
通
政
局
長
）
か
ら
通
商
産

業
審
議
官
と
な
る
村
岡
茂
生
で
あ
っ
た
。
通
政
局
長
時
代
に
村
岡
は
、
局
内
に
通
商
政
策
企
画
室
を
置
き
、
局
長
の
ブ
レ
ー
ン
的
役

割
を
期
待
し
た）

11
（

。
通
産
省
に
お
け
る
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
構
想
の
具
体
化
は
、
省
内
勉
強
会
で
あ
っ
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
開
発
研
究
会
（
一
九
八

八
年
二
月
）、
そ
の
後
に
産
業
界
や
学
識
経
験
者
を
交
え
設
置
さ
れ
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
協
力
推
進
懇
談
会
（
同
年
九
月
）
で
進
め
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
と
り
わ
け
報
告
書
作
成
を
中
心
的
に
支
え
た
の
が
企
画
室
の
企
画
官
と
な
っ
た
前
述
の
豊
田
正
和
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
豊
田
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
構
想
と
並
行
し
て
検
討
さ
れ
た
日
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
構
想
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
）
11
（

。
　

日
米
［
の
自
由
貿
易
協
定
］
は
フ
ラ
イ
し
な
い
〔
実
現
化
し
な
い
〕
だ
ろ
う
な
と
。
で
も
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
ほ
う
は
、
場
合
に
よ
っ
て

は
フ
ラ
イ
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
て
、
そ
の
報
告
書
を
英
語
に
し
て
み
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
言
っ
て
み
れ
ば
政
策
の
行
商
み
た
い
な
感
じ
で
、
私
自
身
も
幾
つ
か
の
国
に
行
っ
て
英
語
に
し
た
も
の
を
説
明
す
る
。
ア
メ
リ

カ
に
も
行
き
ま
し
た
し
、
韓
国
に
も
行
き
ま
し
た
。
私
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
、
豪
州
に
い
た
奥
村
産
業
調
査
員
が
豪
州
に
説
明
し
ま

し
た
。
十
二
カ
国
全
部
は
や
っ
て
い
な
い
で
す
け
ど
、
四
、
五
カ
国
や
り
ま
し
た
。
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飛
び
つ
い
て
き
た
の
が
豪
州
で
し
た
。
豪
州
は
、「
一
緒
に
勉
強
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、
八
月
に
は
彼
ら
が
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
（
代
表
団
）

を
送
っ
て
き
て
、
一
緒
に
議
論
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
豊
田
は
、
通
商
産
業
審
議
官
と
な
っ
た
村
岡
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
構
想
に
関
す
る
各
国
と
の
説
得
交
渉
を
下
支
え
し
た）

11
（

。
最

終
的
に
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
構
想
の
具
体
化
は
、
日
本
の
主
導
が
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
っ
て
大
東
亜
共
栄
圏
を
彷
彿
と
さ
せ
る
点
に
配
慮
し
、
豪

州
が
主
導
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
通
産
省
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
経
済
協
力
の
枠
組
み
を
推
進
し
た
こ
と
は
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
構
想
の
背
景
に
は
、
欧
州
に
お
け
る
経
済
統
合
の
進
展
や
米
加
自
由
貿
易
協
定
の
締
結
な
ど
、
地

域
協
力
の
活
発
化
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
よ
る
自
由
貿
易
体
制
と
の
整
合
性
が
論
点
と
な
っ
て
い
た
が
、
特
に
日
本
の
場
合
は
米
国
と
の
経

済
摩
擦
の
悪
化
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
二
国
間
対
立
の
趨
勢
が
よ
り
広
範
な
多
国
間
の
枠
組
み
と
連
動
し
て
い
る
点
を
熟
知
す
る
こ

と
、
換
言
す
れ
ば
、
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
通
商
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
の
可
能
性
を
見
出
し
た
こ
と
が
、
一
九
九
〇
年

代
の
通
商
交
渉
に
臨
む
通
産
官
僚
の
行
動
様
式
を
規
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
七
年
に
通
政
局
国
際
経
済
部
長
と

な
っ
た
坂
本
吉
弘
は
、
日
米
半
導
体
協
定
に
対
す
る
国
際
的
な
批
判
の
経
験
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

通
商
問
題
に
関
す
る
日
本
で
の
報
道
は
日
米
な
ど
二
国
間
問
題
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
国
内
に
国
内
世
論
が
あ
る
よ
う

に
、
国
際
社
会
に
も
国
際
世
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
や
ガ
ッ
ト
な
ど
の
多
国
間
会
議
で
の
デ
ィ
ベ
イ
ト
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
マ
ル
チ
の
場
で
の
姿
勢
や
意
見
の
開
陳
、
そ
れ
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
と
り
方
が
日
本
の
世
界
に
お
け
る
地
位
と
イ

メ
ー
ジ
の
形
成
に
と
て
つ
も
な
く
重
要
な
舞
台
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
し
ば
ら
く
あ
と
の
こ
と
で
し
た
。（
中
略
）
部
長
時
代
の
苦

い
思
い
は
私
自
身
の
そ
の
後
の
二
国
間
交
渉
に
あ
た
っ
て
大
き
な
教
訓
と
な
り
ま
し
た
。

　

坂
本
に
と
っ
て
国
際
経
済
部
長
と
い
う
ポ
ス
ト
は
、「
大
国
、
小
国
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
ル
ー
ル
の
下
に
平
等
な
立
場
で
問
題
を

解
決
す
る
こ
と
の
重
要
性
」
を
体
得
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

1（
（

。
さ
ら
に
通
商
産
業
審
議
官
と
し
て
臨
ん
だ
、
一
九
九
五



33（

法学研究 96 巻 2 号（2023：2）

年
の
日
米
の
自
動
車
問
題
を
め
ぐ
る
橋
本
龍
太
郎
通
産
相
と
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ン
タ
ー
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
代
表
と
の
厳
し
い
交
渉
を
回
顧
し
た

際
に
、
坂
本
は
自
ら
の
下
の
世
代
の
通
産
官
僚
た
ち
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
た）

11
（

。

　

そ
の
頃
私
は
、
外
務
省
や
通
産
省
の
課
長
や
若
手
ス
タ
ッ
フ
達
が
驚
く
ほ
ど
国
際
交
渉
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
た
く
ま
し
く
育
っ
て
い
る

の
に
目
を
見
張
っ
て
い
ま
し
た
。
日
米
二
国
間
問
題
も
常
に
多
角
的
な
見
地
で
冷
静
に
分
析
さ
れ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
国
際
世
論
の
前

で
堂
々
と
し
た
論
陣
が
張
れ
る
か
否
か
が
常
に
吟
味
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

彼
ら
の
世
代
は
、
日
本
が
成
長
し
大
国
化
す
る
な
か
で
、
多
く
の
国
際
舞
台
を
経
験
し
、
日
本
が
多
国
間
の
場
で
い
か
に
存
在
感
の
大
き

な
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
う
振
る
舞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
肌
で
体
得
し
て
い
ま
し
た
。

　

世
代
の
違
い
を
意
識
す
る
坂
本
の
述
懐
は
、
看
過
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
九
二
年
の
『
不
公
正

貿
易
報
告
書
』
作
成
過
程
を
め
ぐ
り
、
法
令
審
査
委
員
会
を
含
め
政
策
形
成
過
程
の
場
で
考
慮
さ
れ
て
い
た
省
内
の
世
代
間
の
認
識

の
差
は
、
厳
し
い
日
米
の
二
国
間
交
渉
を
経
験
し
て
き
た
上
の
世
代
の
消
極
的
な
姿
勢
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
若
手
・
中
堅
官
僚
た
ち
の
強
気
な
姿
勢
を
支
え
て
い
た
の
は
、
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
通
商
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
メ
リ
ッ

ト
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
豊
田
自
身
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
紛
争
解
決
手
続
き
の
枠
組
み
で
あ
る
パ
ネ
ル
に
お
い
て
、

Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
勝
訴
し
た
Ｅ
Ｅ
Ｃ
・
部
品
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
事
件
（
一
九
九
〇
年
）
の
経
験
が
大
き
か
っ
た
と
し
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に

通
政
局
の
米
州
課
長
時
代
に
豊
田
は
、
先
に
言
及
し
た
自
動
車
問
題
の
最
中
、
新
た
に
発
足
し
た
ば
か
り
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手

続
き
へ
の
提
訴
も
選
択
肢
と
し
て
検
討
し
て
い
た
と
い
う）

11
（

。
か
く
て
豊
田
は
、
次
の
よ
う
に
米
州
課
長
時
代
の
対
米
通
商
交
渉
を
振

り
返
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
マ
ル
チ
派
で
米
州
課
長
を
や
り
ま
し
た
。
マ
ル
チ
の
ル
ー
ル
を
使
っ
て
バ
イ
交
渉
を
し
た
。
バ
イ
交
渉
の
中
に

マ
ル
チ
の
ツ
ー
ル
を
持
ち
込
ん
だ
。
そ
れ
の
ほ
う
が
ア
メ
リ
カ
み
た
い
に
力
の
あ
る
国
に
対
し
て
は
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
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こ
こ
に
は
二
国
間
と
多
国
間
の
通
商
交
渉
の
制
度
的
枠
組
み
が
相
互
に
影
響
し
合
う
の
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
戦
略
的
に

活
用
す
る
の
か
と
い
う
重
層
的
な
思
考
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
通
産
・
経
産
省
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
・
部
品
ア
ン
チ
・
ダ
ン

ピ
ン
グ
事
件
以
降
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続
き
を
積
極
的
に
活
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
九
九
〇
年
代
以

降
の
「
ル
ー
ル
志
向
型
」
の
通
商
政
策
へ
の
転
換
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
他
方
で
、
こ
う
し
た
政
策
転
換
が
確
立
し
え
た
の

は
、
申
立
事
件
に
せ
よ
被
申
立
事
件
に
せ
よ
、
勝
訴
の
割
合
が
比
較
的
高
か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
と
い
え
よ
う）

11
（

。
以
上
の
よ

う
な
二
〇
〇
〇
年
代
頃
か
ら
「
攻
撃
的
法
律
主
義
」（aggressive legalism

）
と
も
称
さ
れ
た
通
産
・
経
産
省
の
通
商
政
策
に
お
け

る
政
策
転
換
は
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
場
も
活
用
し
つ
つ
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
二
国
間
・
多
国
間
の
通
商
交
渉
に
携
わ
っ
て
き
た

官
僚
た
ち
の
行
動
様
式
の
変
容
に
対
す
る
組
織
的
反
映
だ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
ま
で
本
節
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
通
商
政
策
を
事
例
に
通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式
を
検
討
し
て
き
た
。
通
商
政
策

の
分
野
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
「
ル
ー
ル
志
向
型
」
へ
と
政
策
転
換
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
政
策
志
向
性
は
通
産
省
か
ら
経

産
省
に
な
っ
て
も
継
受
さ
れ
た
。
こ
の
連
続
性
を
支
え
て
い
た
の
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
二
国
間
・
多
国
間
の
通
商
交
渉
に
携

わ
り
、「
ル
ー
ル
志
向
型
」
の
メ
リ
ッ
ト
を
実
感
し
た
特
に
若
手
の
通
産
官
僚
た
ち
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
同
時
期
に
通
商
政
策
の
重

要
性
が
増
大
し
た
と
は
言
っ
て
も
、
通
産
・
経
産
省
に
と
っ
て
国
内
産
業
を
対
象
と
し
た
産
業
政
策
も
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
通
商
政
策
で
見
ら
れ
た
変
動
期
を
意
識
し
つ
つ
、
産
業
政
策
を
対
象
と
し
た
通
産
・
経
産
官
僚
の

行
動
様
式
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
な
の
で
あ
る
。

第
二
節　

産
業
政
策
の
な
か
の
通
産
・
経
産
官
僚

　

本
節
は
、
産
業
政
策
（
広
義
に
は
経
済
政
策
）
を
事
例
に
通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式
を
考
察
す
る
。
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

産
業
政
策
は
通
産
省
の
中
心
的
な
政
策
領
域
で
あ
っ
た
。
特
に
行
政
指
導
な
ど
の
政
策
的
介
入
を
中
心
と
し
た
緊
密
な
官
民
関
係
が
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日
本
の
経
済
成
長
を
牽
引
し
た
と
評
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
各
国
と
の
経
済
摩
擦
が
次
第
に
悪
化
す
る
な
か

で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
特
徴
で
も
あ
っ
た）

11
（

。
こ
う
し
た
文
脈
を
背
景
に
、
産
業
政
策
の
基
調
は
競
争
抑
制
的
な
性
格
か
ら
競
争
促

進
的
な
性
格
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

。
か
く
し
て
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
通
産
・
経
産
省
は
、
産
業
政
策

に
お
い
て
市
場
の
機
能
強
化
を
目
指
す
制
度
改
革
志
向
を
強
め
る
と
と
も
に
、
広
範
な
政
策
領
域
で
「
身
の
こ
な
し
も
軽
く
、
か
な

ら
ず
し
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
伴
わ
な
い
管
轄
の
拡
大
を
続
け
」
る
と
と
も
に
、
他
省
庁
の
所
管
分
野
で
あ
ろ
う
と
「
経
済
全
体
へ
の

発
言
力
を
獲
得
す
る
」
こ
と
を
志
向
す
る
積
極
的
な
ス
タ
ン
ス
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

確
か
に
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
各
国
と
の
経
済
摩
擦
の
悪
化
は
、
産
業
政
策
に
と
っ
て
通
商
政
策
と
の
連
関
性
を
深
め

て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
日
本
の
高
度
経
済
成
長
の
陰
と
も
い
え
る
公
害
問
題
は
、
産
業
政
策
が
環
境
政
策
へ
の

配
慮
を
深
め
て
い
く
嚆
矢
と
も
い
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
主
た
る
対
象
時
期
の
産
業
政
策
の
内
容
は
、
通
商
政
策
や
環
境
政
策

の
よ
う
な
様
々
な
政
策
領
域
と
の
関
係
性
を
意
識
し
な
が
ら
議
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
広
く
経
済
政
策
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
他
方
で
、
政
策
内
容
で
は
な
く
政
策
形
成
過
程
の
観
点
か
ら
産
業
政
策
の
特
徴
を
論
じ
る
場
合
、

緊
密
な
官
民
関
係
こ
そ
が
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
政
策
形
成
過
程
や
通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
政

策
情
報
に
関
す
る
現
場
知
を
持
つ
強
み
で
も
あ
り
、
時
に
行
動
を
制
約
す
る
弱
み
に
も
な
る
。
と
は
い
え
、
一
九
九
〇
年
代
に
相
次

い
だ
官
僚
の
不
祥
事
を
受
け
て
二
〇
〇
〇
年
に
国
家
公
務
員
倫
理
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
過
剰
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
適
応
に
よ
っ
て

官
僚
側
は
官
民
関
係
の
適
切
な
距
離
感
を
構
築
で
き
な
い
こ
と
へ
の
不
満
を
示
す
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
点
は
経
産
官
僚
も
同
様
で

あ
り
、
官
民
関
係
の
再
編
成
の
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
以
上
の
よ
う
な
変
動
期
の
産
業
政
策
で
指
摘
さ
れ
た
政
策
形
成
過

程
の
諸
特
徴
を
検
討
す
る
う
え
で
、
一
九
九
七
年
の
京
都
議
定
書
の
採
択
に
至
る
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
三
回
締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ

Ｐ
3
）
は
、
興
味
深
い
事
例
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
3
の
よ
う
な
地
球
温
暖
化
問
題
に
関
す
る
交
渉
と
結
果
は
、
環
境
政
策
の
側
面
か
ら
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
産
業
界
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に
対
し
て
規
制
を
課
し
経
済
活
動
に
影
響
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
多
国
間
の
交
渉
と
い
う
通
商
政
策
の
側
面
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

省
内
外
の
様
々
な
政
策
領
域
が
絡
み
合
う
事
例
で
あ
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｐ
3
の
交
渉
に
先
立
ち
日
本
政
府
側
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減

目
標
値
は
、
当
初
五
パ
ー
セ
ン
ト
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
府
の
数
値
案
の
決
定
を
め
ぐ
り
通
産
省
と
環
境
庁
は
鋭
く
対
立
し
、
官
邸

が
調
整
に
乗
り
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る）

11
（

。
か
く
て
五
パ
ー
セ
ン
ト
案
の
決
定
は
、
古
川
貞
二
郎
内
閣
官
房
副
長
官
の
下
、
通
産
省
、

外
務
省
、
環
境
庁
の
事
務
レ
ベ
ル
で
の
調
整
を
行
っ
た
結
果
で
も
あ
っ
た）

11
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
Ｃ
Ｏ
Ｐ
3
で
ま
と
め
ら
れ
た
日
本
の
数
値
目
標
は
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
た
。
こ
の
案
に
対
し
て

業
界
側
の
動
き
を
背
景
に
原
局
が
数
値
の
上
乗
せ
に
抵
抗
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
通
産
省
が
合
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
は
、
通
産
相
か
ら
総
理
大
臣
へ
と
な
っ
た
橋
本
龍
太
郎
の
意
向
が
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

。
Ｃ
Ｏ
Ｐ
3
に
際
し
て
環
境
立
地
局

の
総
務
課
長
で
あ
っ
た
豊
田
正
和
は
、
通
産
省
内
部
の
調
整
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る）

11
（

。

　

最
後
の
ほ
う
の
数
字
は
現
場
で
決
め
て
い
る
か
ら
別
で
し
ょ
う
け
ど
、
法
令
審
査
委
員
会
は
基
本
的
に
、
原
局
の
人
が
「
数
字
を
決
め
る

の
だ
っ
た
ら
、〔
米
国
・
Ｅ
Ｕ
と
の
〕
大
き
な
差
を
開
い
て
く
だ
さ
い
」
と
か
そ
う
い
う
感
じ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
勇
ま
し
い
か
ら
。
も
ち

ろ
ん
総
務
課
長
会
議
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「
最
大
限
、
差
は
つ
け
ま
し
ょ
う
ね
」
み
た
い
な
感
じ
に
な
る
。
む
し
ろ
官
房
が
「
総
理

も
抱
え
て
い
る
ん
だ
か
ら
［
ま
と
め
ろ
］」
な
ん
て
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。（
中
略
）

　

こ
の
と
き
は
環
境
立
地
局
と
エ
ネ
庁
〔
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
こ
と
〕
が
相
当
強
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
取
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
強

い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
原
局
が
取
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。（
中
略
）
こ
の
と
き
は
、
原
局
の
ほ
う
が
も
っ
と
言
う
こ
と
を
聞
か
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
で
思
う
ほ
ど
に
は
き
っ
と
非
難
さ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
も
若
手
・
中
堅
官
僚
の
「
過
激
」
な
雰
囲
気
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
交
渉
結
果
の
妥
当
性
以
上
に
重
要

な
の
は
、
通
産
省
の
ス
タ
ン
ス
が
緊
密
な
官
民
関
係
を
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
商
務
情
報
政
策
局
長
と
し
て
の
経
験
を
踏

ま
え
つ
つ
、
豊
田
は
、「
産
業
政
策
と
い
う
の
は
相
当
程
度
お
互
い
の
信
頼
関
係
を
作
り
な
が
ら
作
り
上
げ
て
い
く
も
の
」
で
あ
る
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と
、
民
間
側
と
の
人
間
関
係
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
続
け
て
官
民
関
係
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
豊
田
は
次
の
よ
う
に
憂
慮
し

て
い
る）

11
（

。

　

も
と
も
と
［
会
食
の
よ
う
な
こ
と
が
］
嫌
い
な
人
は
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
打
ち
解
け
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
人
が
八

割
だ
と
す
る
と
、
そ
う
い
う
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
十
分
に
で
き
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
は
、
今
の
霞
が
関
の
一
つ
の
大
き
な
［
心
配
で
す
］。
経
産
省
に
限
ら
ず
、
産
業
界
と
の
距
離
が
非
常
に
遠
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
の
は
気
に
な
り
ま
す
ね
。

　

こ
う
し
た
官
民
間
の
距
離
の
拡
大
に
関
す
る
懸
念
は
、
他
の
経
産
官
僚
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

11
（

。
通
産
省
か
ら
経
産
省
に

な
っ
た
特
徴
と
し
て
、
広
く
経
済
全
般
の
観
点
か
ら
他
省
庁
の
政
策
領
域
に
介
入
す
る
機
会
が
増
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
マ
ク
ロ
な

経
済
運
営
や
経
済
成
長
戦
略
を
媒
介
に
「
企
画
」
機
能
を
重
視
し
た
司
令
塔
的
な
行
動
様
式
が
、
中
央
省
庁
再
編
に
よ
っ
て
「
通
商

産
業
」
か
ら
「
経
済
産
業
」
へ
と
省
名
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
民
間
と
の
離
隔
化
は
通
産
省
と
経
産
省
と
の

間
の
非
連
続
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
経
済
産
業
審
議
官
と
な
っ
た
北
村
俊
昭
は
、
経
産
省
に
お
け
る
官
民
関
係
の
変
容
を
次
の
よ
う
に
回
顧
す

る
）
11
（

。
　

通
商
政
策
局
と
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
た
あ
と
考
え
た
の
は
、
例
え
ば
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
か
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
議
論
を
し
ま
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
と
き
に
、
私
の
感
覚
だ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
局
で
あ
る
製
造
産
業
局
と
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
わ
れ
わ
れ
が
や
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
だ
ろ
う
か
」
と
聞
く
と
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
「
い
や
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
我
が
局
な
り
我
が
課
が
担

当
し
て
い
る
こ
の
業
界
か
ら
見
る
と
こ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
進
め
て
ほ
し
い
」
と
か
「
こ
れ
は
別
に
そ
の
程
度
で
譲
っ
て
も
い

い
」
と
か
、
そ
う
い
う
の
が
ビ
ビ
ッ
ド
に
わ
か
る
は
ず
だ
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
聞
い
て
み
る
と
、「
う
ー
ん
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
ね
、
そ
れ
は
。
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
み
ま
す
」
と
言
っ
て
も
、「
い
や
、
業
界
の
ほ
う
に
聞
い
て
み
て
も
あ
ま
り
よ
く
わ
か
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ら
な
い
ん
で
す
わ
」
と
か
ね
。

　

そ
こ
は
や
っ
ぱ
り
、
あ
あ
、
随
分
距
離
が
離
れ
た
ん
だ
な
と
。
そ
れ
は
し
ょ
う
が
な
い
で
す
よ
ね
。
昔
は
一
つ
の
業
界
を
一
つ
の
課
が
見

て
い
た
の
が
、
一
つ
の
大
き
な
課
に
な
っ
て
、
そ
の
課
が
二
十
ぐ
ら
い
の
業
界
を
見
て
い
る
と
か
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
か

ら
。
人
材
も
そ
う
い
う
制
度
改
革
と
か
マ
ク
ロ
の
ほ
う
に
バ
ー
ッ
と
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い

な
と
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
ね
。

　

確
か
に
行
政
改
革
や
官
邸
主
導
の
政
権
運
営
に
深
く
関
与
し
た
通
産
・
経
産
官
僚
は
、
制
度
改
革
志
向
が
強
い
と
い
え
る）

1（
（

。
こ
の

意
味
で
は
組
織
的
連
続
性
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
変
動
期
の
な
か
で
模
索
さ
れ
た
経
産
省
に
お
け
る

新
た
な
組
織
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
は
た
し
て
確
立
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
続
く
北
村
の
次
の
述
懐
は
、
そ
れ
が
今
日
に
至
る

ま
で
決
し
て
容
易
な
道
程
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う）

11
（

。

　

何
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
本
当
の
具
体
的
な
手
応
え
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
手
ざ
わ
り
感
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
現
実
の
経
済
、
現
実
の
産
業
と
の
「
手
ざ
わ
り
感
」
と
い
う
の
が
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
、

「
自
分
は
ど
う
い
う
役
所
に
い
る
ん
だ
ろ
う
か
」
と
思
う
人
も
増
え
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
、
自
分
で
起
業
す
る
、
あ
る
い

は
若
い
と
き
に
企
業
に
転
職
す
る
。
そ
れ
は
「
手
ざ
わ
り
感
」
が
な
い
か
ら
で
す
よ
ね
。
役
所
は
、
個
々
の
企
業
の
中
じ
ゃ
な
い
か
ら
幅
広

い
け
れ
ど
も
、
生
き
た
経
済
と
か
産
業
と
の
「
手
ざ
わ
り
感
」
が
あ
る
、
そ
う
い
う
世
界
だ
と
い
う
こ
と
で
来
る
人
も
い
る
。
経
産
省
っ
て

そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
つ
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
人
た
ち
か
ら
見
る
と
う
ー
ん
と
い
う
の
が
あ
っ
て
。
転
職
す
る
人
が
多
い
と
い
う

の
は
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
節
は
、
産
業
政
策
（
経
済
政
策
）
を
事
例
に
通
産
・
経
産
官
僚
の
行
動
様
式
を
検
討
し
て
き
た
。
産
業
政
策
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
通
産
・
経
産
省
は
緊
密
な
官
民
関
係
を
伝
統
的
な
基
盤
と
し
て
い
た
。
こ
れ
が
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
3
の
省
内
調
整
に

お
け
る
原
局
の
強
い
姿
勢
を
支
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
産
省
が
制
度
改
革
を
志
向
す
る
司
令
塔
的
な
役
割
と
他
省
庁
の
政
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策
領
域
へ
の
介
入
を
深
め
る
の
と
並
行
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
官
民
関
係
は
従
来
よ
り
も
離
隔
化
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
節
の
通

商
政
策
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
通
産
・
経
産
官
僚
の
認
識
レ
ベ
ル
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
通
産
省

と
経
産
省
の
間
に
は
非
連
続
性
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
非
連
続
性
は
、
前
章
の
政
策
形
成
過
程

で
論
じ
た
変
動
期
の
な
か
で
省
内
の
「
企
画
」
機
能
を
強
化
し
て
い
く
長
期
的
な
傾
向
と
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。

結　

語

　

本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
変
動
期
を
対
象
時
期
と
し
て
、
通
産
・
経
産
省
の
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
制

度
運
用
と
行
動
様
式
を
考
察
し
た
。
第
一
章
は
、
通
産
・
経
産
省
が
「
企
画
型
」
官
庁
と
さ
れ
る
政
策
形
成
過
程
で
の
制
度
的
特
徴

で
あ
っ
た
法
令
審
査
委
員
会
と
新
政
策
制
度
を
概
観
し
、
そ
の
制
度
運
用
観
を
検
討
し
た
。
こ
の
結
果
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
型
や
「
企
画
型
」
と
終
始
一
貫
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
変
動
期
や
そ
れ
以
前
に
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
や
「
調

整
」
機
能
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
、
法
令
審
査
委
員
会
の
改
革
や
新
政
策
制
度
の
改
善
は
む
し
ろ
長
期
的
な
「
企
画
」
機
能
を
強

化
す
る
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
章
は
、
変
動
期
の
通
商
政
策
と
産
業
政
策
を
事
例
に
通
産
・
経
産
官
僚
の
行

動
様
式
を
分
析
し
た
。
通
商
政
策
に
お
け
る
通
産
・
経
産
省
の
連
続
性
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
政
策
転
換
を
支
え
た
若
手
・
中

堅
官
僚
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
産
業
政
策
の
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
通
産
・
経
産
省
の
非
連
続
性
は
、
官
民

関
係
の
離
隔
化
が
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
以
上
が
、
変
動
期
に
お
け
る
省
内
の
「
企
画
」
機
能
を
高
め
よ
う
と
し
て

き
た
通
産
・
経
産
省
の
組
織
的
反
映
で
あ
る
。

　

だ
が
本
稿
の
研
究
手
法
は
、
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
通
産
・
経
産
省
の
諸
特
徴
に
対
し
て
、
主
に
官
僚
の
回
顧
録
や

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
再
検
討
を
行
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
歴
史
研
究
と
し
て
精
緻
な
分
析
を
行
う
た
め
に
は
、
さ
ら
な
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る
資
料
の
蓄
積
と
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
中
央
省
庁
再
編
以
降
、
多
様
な
政
策
領
域
を
抱
え
る
府
省
を
単

一
ア
ク
タ
ー
と
し
て
分
析
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
府
省
の
行
政
組
織
と
し
て
の
基
本
情
報
を
精
査
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た

行
政
学
が
官
僚
制
の
集
団
作
業
に
関
心
を
寄
せ
る
以
上
、
行
政
組
織
の
政
策
形
成
過
程
や
行
動
様
式
の
分
析
を
行
う
に
は
、
官
僚
個

人
の
認
識
や
意
図
に
ま
で
分
け
入
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
紙
幅
や
資
料
的
な
制
約
が
あ
る
に
せ

よ
、
本
稿
の
知
見
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

何
よ
り
行
政
組
織
の
政
策
形
成
過
程
や
行
動
様
式
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
統
治
の
質
を
高
め
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
さ

ら
に
行
政
学
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
が
産
業
界
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
社
会
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
性
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
も
あ
る

以
上
、
行
政
の
作
動
を
知
る
こ
と
は
社
会
側
に
と
っ
て
も
適
切
な
関
係
性
を
構
築
す
る
た
め
の
知
見
を
提
供
す
る）

11
（

。
か
く
て
現
在
も

ま
た
行
政
組
織
を
論
じ
る
問
題
関
心
が
日
本
政
治
へ
の
関
心
と
緊
密
に
共
鳴
し
合
う
限
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
を
介
し
て
行
政
学
と
政

治
学
は
絶
え
ざ
る
往
還
を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
（
）　Johnson, Chalm

ers, M
IT

I and the Japanese M
iracle: T

he G
row

th of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford 
U

niversity Press, （（（2.

（
2
）　

大
山
耕
輔
『
行
政
指
導
の
政
治
経
済
学
―
―
産
業
政
策
の
形
成
と
実
施
』
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
、
一
頁
。

（
3
）　

例
え
ば
、
高
橋
洋
『
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
政
治
学
―
―
情
報
通
信
革
命
〈
日
本
の
遅
れ
〉
の
政
治
過
程
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
。

（
4
）　

省
内
の
組
織
管
理
に
着
目
し
た
人
事
研
究
、
さ
ら
に
通
商
政
策
や
原
子
力
政
策
な
ど
の
具
体
的
な
政
策
分
析
が
、
経
産
省
を
扱
う
際

の
主
た
る
関
心
領
域
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
公
務
員
人
事
の
比
較
研
究
と
し
て
経
産
省
を
扱
っ
た
辻
隆
夫
「
中
央
省
庁
再
編
と
公
務
員

人
事
」『
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
総
合
研
究
』（
第
九
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）
と
、
各
国
の
通
商
政
策
の
な
か
で
通
産
・
経
産
省
の
対

応
を
検
討
し
て
い
る
大
矢
根
聡
・
大
西
裕
編
『
Ｆ
Ｔ
Ａ
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
政
治
学
―
―
貿
易
自
由
化
と
安
全
保
障
・
社
会
保
障
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
六
年
）
を
例
示
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
（
）　

例
え
ば
、
牧
原
出
『
権
力
移
行
―
―
何
が
政
治
を
安
定
さ
せ
る
の
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
の
第
四
章
は
、
官
僚
制
の
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組
織
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
つ
に
経
済
産
業
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
挙
げ
、
制
度
を
変
革
す
る
改
革
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
通
産
・
経
産
省

の
役
割
を
連
続
的
に
捉
え
て
分
析
し
て
い
る
。

（
（
）　

城
山
英
明
・
鈴
木
寛
・
細
野
助
博
編
『
中
央
省
庁
の
政
策
形
成
過
程
―
―
日
本
官
僚
制
の
解
剖
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
。

（
（
）　

本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
以
前
で
は
、
通
産
官
僚
で
あ
っ
た
齋
藤
太
一
の
述
懐
が
参
考
と
な
る
。
齋
藤
は
「
法
令
の
審
査
だ
け
で
な

く
、
通
産
省
の
政
策
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
荒
ご
な
し
の
検
討
を
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
の
で
議
論
の
種
は
つ
き
な
か
っ
た
」
と
、
一

九
五
〇
年
代
の
法
令
審
査
委
員
室
（
省
内
で
は
「
タ
コ
部
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
の
雰
囲
気
を
述
べ
て
い
る
。
新
田
庚
一
追
悼
録
刊
行

会
編
『
新
田
庚
一
追
悼
録
』
新
田
庚
一
追
悼
録
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
、
七
一
頁
。

（
（
）　

鈴
木
寛
・
城
山
英
明
「
通
産
省
の
政
策
形
成
過
程
」
城
山
英
明
・
鈴
木
寛
・
細
野
助
博
編
『
中
央
省
庁
の
政
策
形
成
過
程
―
―
日
本

官
僚
制
の
解
剖
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
九
三
頁
。

（
（
）　

同
右
、
九
四
―
九
五
頁
。

（
（0
）　

同
右
、
一
〇
〇
頁
。

（
（（
）　

伊
藤
正
次
「「
企
画
型
」
官
庁
の
復
活
？
―
―
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
（
二
〇
〇
六
年
度
）
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
」『
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
第
一
五
九
号
、
二
〇
一
七
年
、
四
頁
。

（
（2
）　

同
右
、
五
頁
。

（
（3
）　

同
右
、
四
―
六
頁
。

（
（4
）　

同
右
、
七
頁
。

（
（（
）　

同
右
、
七
―
八
頁
。

（
（（
）　

鈴
木
・
城
山
「
通
産
省
の
政
策
形
成
過
程
」
城
山
・
鈴
木
・
細
野
編
『
中
央
省
庁
の
政
策
形
成
過
程
』
九
〇
頁
。

（
（（
）　

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
本
稿
は
、
大
臣
官
房
主
導
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
政
策
形
成
過
程
を
通
産
・
経
産
省
の
特
徴
と
見
な
す
が
、

先
行
研
究
に
お
い
て
も
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
側
面
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
右
。

（
（（
）　

東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
牧
原
出
研
究
室
編
『
黒
野
匡
彦
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研

究
セ
ン
タ
ー
牧
原
出
研
究
室
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
〇
頁
。
以
下
、
同
シ
リ
ー
ズ
に
関
し
て
文
献
名
を
改
め
て
明
示
す
る
と
き
は
『
黒
野

匡
彦
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
の
よ
う
に
タ
イ
ト
ル
と
頁
数
の
み
を
記
す
。
ま
た
本
稿
全
体
の
資
料
引
用
に
際
し
て
、
引
用
文
の
省
略
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部
分
は
（
中
略
）
で
記
し
、
引
用
文
へ
の
註
記
は
〔　
〕
で
記
し
た
。［　
］
は
記
録
作
成
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（
（（
）　

同
右
、
一
四
八
頁
。

（
20
）　

同
右
、
一
五
三
頁
。

（
2（
）　

東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
牧
原
出
研
究
室
編
『
豊
田
正
和
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研

究
セ
ン
タ
ー
牧
原
出
研
究
室
、
二
〇
二
〇
年
、
一
一
八
、
一
二
一
頁
。

（
22
）　

同
右
、
一
二
四
頁
。

（
23
）　

同
右
、
一
二
七
頁
。
こ
の
点
は
、
中
央
省
庁
再
編
後
の
各
省
官
房
の
行
政
資
源
の
保
有
実
態
を
分
析
し
、
従
来
の
官
房
研
究
が
有
し

て
い
る
強
い
官
房
イ
メ
ー
ジ
の
再
考
の
必
要
性
を
提
示
し
た
原
田
久
の
議
論
も
参
照
。
な
お
原
田
の
分
類
で
は
経
産
省
は
「
大
官
房
型
」

に
整
理
さ
れ
、
他
の
省
と
比
較
す
る
と
政
策
調
整
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
同
時
に
あ
く
ま
で
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

で
あ
り
、
実
際
の
政
策
調
整
行
動
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
強
い
官
房
イ
メ
ー
ジ
の
再
考
に
際
し
て
中
央
省
庁
再
編
前
の
実
態

も
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
本
稿
と
の
関
連
で
は
よ
り
重
要
で
あ
る
。
原
田
久
「
省
庁
再
編
後
に
お
け
る
官
房

機
能
の
変
化
」
総
務
省
大
臣
官
房
企
画
課
編
『
官
房
等
省
内
調
整
組
織
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
総
務
省
大
臣
官
房
企
画

課
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
―
一
五
頁
。

（
24
）　
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
八
月
二
日
。

（
2（
）　

通
商
産
業
政
策
史
編
纂
委
員
会
編
・
尾
高
煌
之
助
著
『
通
商
産
業
政
策
史　

一
九
八
〇
―
二
〇
〇
〇
』
第
一
巻
、
経
済
産
業
調
査
会
、

二
〇
一
三
年
、
二
八
二
頁
。

（
2（
）　

同
右
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
2（
）　

同
右
、
一
〇
五
頁
。

（
2（
）　

同
右
、
九
八
頁
。

（
2（
）　

こ
う
し
た
模
索
の
点
は
、
か
つ
て
通
産
省
を
「
ビ
ジ
ョ
ン
行
政
」
と
し
て
体
現
し
た
通
商
産
業
政
策
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
一
九
九
〇
年
を

最
後
に
二
〇
一
〇
年
ま
で
出
な
か
っ
た
こ
と
と
も
照
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
右
、
一
九
頁
。

（
30
）　
『
黒
野
匡
彦
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
一
五
一
―
一
五
二
頁
。

（
3（
）　
『
豊
田
正
和
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
四
六
―
五
八
頁
。
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（
32
）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
八
年
八
月
一
日
。

（
33
）　

真
渕
勝
「
大
蔵
省
主
税
局
の
機
関
哲
学
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
四
号
、
一
九
八
九
年
。

（
34
）　

例
え
ば
、
伊
藤
大
一
「
経
済
官
僚
の
行
動
様
式
―
―
「
所
得
倍
増
計
画
」
を
中
心
と
し
て
」
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学
一
九

六
七　

現
代
日
本
の
政
党
と
官
僚
―
―
保
守
合
同
以
後
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
な
ど
。

（
3（
）　

特
に
「
民
族
派
」
を
象
徴
す
る
佐
橋
滋
が
企
業
局
長
時
代
に
主
導
し
た
特
定
産
業
振
興
臨
時
措
置
法
案
は
、
両
派
対
立
の
著
名
な
例

で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
案
の
具
体
的
な
政
治
過
程
は
、
前
掲
、
大
山
『
行
政
指
導
の
政
治
経
済
学
』
第
五
章
を
参
照
。

（
3（
）　

宮
城
大
蔵
『
現
代
日
本
外
交
史
―
―
冷
戦
後
の
模
索
、
首
相
た
ち
の
決
断
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
、
七
―
八
頁
。
こ
の
時

期
に
外
務
省
の
外
務
審
議
官
で
あ
っ
た
國
廣
道
彦
は
、「
私
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
懸
念
を
考
慮
す
る
よ
う
に
忠
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

村
岡
茂
生
通
産
審
議
官
な
ど
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
説
得
に
動
き
回
っ
て
い
た
」
と
外
務
省
側
の
消
極
的
な
姿
勢
を
回
顧
し
て
い
る
。
國
廣
道
彦

『
回
想　
「
経
済
大
国
」
時
代
の
日
本
外
交
』
吉
田
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
二
八
八
頁
。

（
3（
）　

村
岡
茂
生
『
あ
る
官
僚
の
軌
跡
―
―
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
創
設
に
い
た
る
ま
で
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
七
年
、
二
七
〇
、
三
三
六
頁
。

（
3（
）　
『
豊
田
正
和
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
一
九
―
二
〇
頁
。

（
3（
）　

前
掲
、
村
岡
『
あ
る
官
僚
の
軌
跡
』
三
四
四
―
三
四
五
、
三
五
〇
頁
。
畠
山
襄
『
経
済
統
合
の
新
世
紀
―
―
元
通
商
交
渉
ト
ッ
プ
の

回
想
と
提
言
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
一
二
―
一
一
三
頁
。

（
40
）　

坂
本
吉
弘
『
目
を
世
界
に
心
を
祖
国
に
―
―
「
国
益
と
は
何
か
」
を
問
い
続
け
た
通
商
交
渉
の
現
場
か
ら
』
財
界
研
究
所
、
二
〇
〇

〇
年
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
4（
）　

同
右
、
一
一
四
頁
。

（
42
）　

同
右
、
一
九
七
―
一
九
八
頁
。

（
43
）　
『
豊
田
正
和
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
三
三
―
三
四
頁
。

（
44
）　

同
右
、
三
四
―
三
六
頁
。

（
4（
）　

同
右
、
三
五
―
三
六
頁
。

（
4（
）　

通
商
産
業
政
策
史
編
纂
委
員
会
・
阿
部
武
司
編
『
通
商
産
業
政
策
史　

一
九
八
〇
―
二
〇
〇
〇
』
第
二
巻
、
経
済
産
業
調
査
会
、
二

〇
一
三
年
、
四
五
―
四
九
頁
。
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（
4（
）　

同
右
、
五
八
九
―
五
九
四
頁
。

（
4（
）　Pekkanen, Saadia M

., Japanʼs A
ggressive Legalism

: Law
 and Foreign T

rade Politics Beyond the W
T

O
, Stanford 

U
niversity Press, 200（.

（
4（
）　

伊
藤
大
一
「
産
業
行
政
に
お
け
る
変
化
と
連
続
」『
年
報
行
政
研
究
』
第
二
四
号
、
一
九
九
〇
年
。
産
業
政
策
に
お
け
る
緊
密
な 

官
民
関
係
は
、O

kim
oto, D

aniel I., Betw
een M

IT
I and the M

arket: Japanese Industrial Policy for H
igh T

echnology

（Stanford U
niversity Press, （（（（

）
も
参
照
。

（
（0
）　

内
山
融
『
現
代
日
本
の
国
家
と
市
場
―
―
石
油
危
機
以
降
の
市
場
の
脱
〈
公
的
領
域
〉
化
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

（
（（
）　

通
商
産
業
政
策
史
編
纂
委
員
会
・
岡
崎
哲
二
編
『
通
商
産
業
政
策
史　

一
九
八
〇
―
二
〇
〇
〇
』
第
三
巻
、
経
済
産
業
調
査
会
、
二

〇
一
二
年
、
一
五
―
二
七
頁
。
真
渕
勝
・
北
山
俊
哉
「
政
界
再
編
時
の
政
策
過
程
」
真
渕
勝
・
北
山
俊
哉
編
『
政
界
再
編
時
の
政
策
過

程
』
慈
学
社
、
二
〇
〇
八
年
、
三
〇
七
―
三
〇
八
頁
。

（
（2
）　

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
「
国
家
公
務
員
及
び
民
間
企
業
へ
の
公
務
員
倫
理
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て
」

（https://w
w

w
.jinji.go.jp/rinri/press/syokuinnm

innkann2（.pdf

）。

（
（3
）　

通
商
産
業
政
策
史
編
纂
委
員
会
編
・
武
田
晴
人
著
『
通
商
産
業
政
策
史　

一
九
八
〇
―
二
〇
〇
〇
』
第
五
巻
、
経
済
産
業
調
査
会
、

二
〇
一
一
年
、
五
〇
八
―
五
一
二
頁
。

（
（4
）　
「
政
治
家
橋
本
龍
太
郎
」
編
集
委
員
会
編
『
六
一
人
が
書
き
残
す　

政
治
家
橋
本
龍
太
郎
』
文
藝
春
秋
企
画
出
版
部
、
二
〇
一
二
年
、

三
三
七
頁
。

（
（（
）　

同
右
、
三
五
五
―
三
五
六
頁
。

（
（（
）　
『
豊
田
正
和
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
一
一
八
頁
。

（
（（
）　

同
右
、
一
九
一
頁
。

（
（（
）　

同
右
。

（
（（
）　

東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
牧
原
出
研
究
室
編
『
北
村
俊
昭
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研

究
セ
ン
タ
ー
牧
原
出
研
究
室
、
二
〇
二
一
年
、
四
五
頁
。

（
（0
）　

同
右
、
二
〇
四
頁
。
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（
（（
）　

例
え
ば
、
江
田
憲
司
・
西
野
智
彦
『
改
革
政
権
が
壊
れ
る
と
き
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
（2
）　
『
北
村
俊
昭
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
二
〇
五
頁
。

（
（3
）　

例
え
ば
、
二
〇
二
一
年
六
月
の
第
二
八
回
産
業
構
造
審
議
会
総
会
の
資
料
で
示
さ
れ
た
産
業
政
策
の
発
想
は
、「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
志
向
」

と
し
て
「
詳
細
な
制
度
設
計
を
行
う
に
あ
た
り
、
高
度
な
能
力
（
調
査
分
析
・
企
画
・
執
行
）
と
責
任
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
「
企
画
」
機
能
の
強
化
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
。
経
済
産
業
省
「
経
済
産
業

政
策
の
新
機
軸
―
―
新
た
な
産
業
政
策
へ
の
挑
戦
」（https://w

w
w

.m
eti.go.jp/shingikai/sankoshin/sokai/pdf/02（_02_00.

pdf

）。

（
（4
）　

行
政
学
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
は
、
大
山
耕
輔
『
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
。


